
・ユーザーズコーナー利用

・第3工作棟測定機利用

・ユーザーズコーナー以外の機器利用

　□KEK職員 　□学生 　□外来研究員・共同利用者

　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

大学名、会社名、KEK

学部等、KEK職員（研究所・研究施設名）

　　私は上記の申請内容に誤りのないことを保証します

所属責任者署名（自著）　　　　　　　　　　　　　　

　誓　約

私は研究、業務以外の目的でユーザーズコーナーを使用しません

また、安全に留意し、機械工学センターの指示に従います

申請者署名（自著）　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ただし、測定機のみ使用の場合は受講の必要はありません

・すでに工作機械の操作について一定の技量がある方は、所属責任者の承認及びセンター長の承認後

　特例としてユーザーズコーナー以外の機器も使用可能とします

・KEK職員、総研大学生以外でどうしても機器の利用が必要な場合はセンター長が判断し特例として認めます

・機器利用登録申請書は毎年度更新が必要です

・利用申請ができるのは原則として機械工学センターが主催する工作講習会を受講済みの方です。

KEK職員以外の方または利用範囲をその他にされた方は下記に所属責任者の方に記入してもらい提出してください。所
属責任者（グループ長、主幹、指導教官等）　（必須）

ユーザーズコーナー機器　・　測定機　・　その他　　　（丸で囲む）
.　　　　　　　　　　　　　　　　( 　　　　　　　　　　　                                    )

KEK職員以外の方は所属先にて、傷害保険または同等の保険に加入しているのもと
します

部局・学部等

KEK内での連絡先

工作講習会の受講

利用範囲

　　受講済　　・　　未受講　　（丸で囲む）

利用資格

センター長承認

所属機関

申請日

氏名

E-mail Address

　　年　　　　　月　　　　　日

機械工学センター機器利用登録申請書


